
令和 2年第 3回南島原市教育委員会定例会

日時 令和 2年 3月 2 6 日 (
場所 南有馬庁舎 2階会議室

(木) 午後 2時

議事日程

第1 開会

第2 前回会議録の承認

第3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第 5 議案審議
議案第8号
議案第 9号
議案第10号

議案第11号
議案第12号
議案第13号
議案第14号

議案第15号
議案第16号

議案第17号

議案第18号
議案第19号

議案第20号

議案第21号
議案第22号
議案第23号
議案第24号
議案第25号

南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について
南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について
南島原市立小・中学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
の制定について
南島原市立幼稚園管理規則を廃止する規則について
南島原市招致外国青年任用規則の一部を改正する規則について
南島原市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則について
南島原市教育振興基本計画検討委員会設置要綱の一部を改正する告示
について
南島原市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示について
南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付要綱を廃止する告示に
‘)し、て

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示につい
て
南島原市教育委員会事務決裁規程の制定について
南島原市教育委員会会計年度任用職員職務規程の制定について
南島原市立小・中学校に勤務する職員の自家用車による公務旅行に関
する取扱規程の一部を改正する訓令について
南島原市世界遺産推進本部設置要綱の一部を改正する訓令について
教育財産の用途廃止について
学校医の変更について
南島原市スポーツ推進委員の委嘱について
南島原市教育委員会事務局職員の辞令発令について

第 6 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の申請について
(2) 次回教育委員会定例会の開催について
(3) その他

第7 閉会



令和2年第3回南島原市教育委員会定例会教育長報告

○令和元年 2月の諸会議並びに諸行事

21日(金 )10二00令和元年度地区別教育長会 (雲仙市)
14:00令和 2年第 2回教育委員会定例会 (南有馬庁舎)

22 日 (土 )10:00 第 19 回南島原市セミナリヨ現代版画展表彰式 (コレジョホール)

25 日 (火 )10:00 市議会 (一般質問)~2 6 日(有家庁舎)
27日(木 )10:00市議会 (一般質問、議案質疑、委員会付託)(有家庁舎)
28日(金 )16:00新型インフルエンザ等対策推進会議 (西有家庁舎)
29 日 (土 )10:00 第 2 2回有馬ひょうたん展開会式及び表彰式 (ピロティ文化センター)

○令和 2年 3月の諸会議並びに諸行事

1 日(日)10:00県立高校卒業式 (口加高校・島原湖南高校)
5 日(木 )10:00市議会 (予算審査特別委員会)(有家庁舎)
5 日(木 )10:00市議会 (文教厚生委員会)(有家庁舎)
6 日(金 )13:30第 9回南島原市校長研修会 (カムス)
9 日 (月 )14:00 南島原市学校給食会第 3回役員会 (コレジョホール)

17:0O V ・ファーレン長崎表敬訪問 (西有家庁舎)

11日(水 )9:30 部局長会議 (西有家庁舎)
10:30南島原市行政改革推進本部会議

南島原市まち・ひと・しごと創生本部会議 (西有家庁舎)
13日(金 )15:00市社会福祉協議会長来庁 (防犯ブザー贈呈)(南有馬庁舎)
14日 (土 )10:00北有馬幼稚園卒園式・修了式 (北有馬幼稚園)
16日(月 )14:00新型コロナウイルス感染症対策本部会議 (西有家庁舎)
17日(火 )10:00南島原市学校施設長寿命化計画策定にかかる報告会 (南有馬庁舎)
18日 (水 )15:30令和元年度臨時校長研修会 (カムス)
19日(木 )10:00市議会 (閉会、委員長報告、採決)(有家庁舎)
23日(月 )10:00南島原市中学校体育連盟活動報告(南有馬庁舎)
24日(火 )9:30 部局長会議 (西有家庁舎)

13:30 第 2回南島原市アーティス ト・イン ・レジデンス事業招へい作家作
品寄贈式(西有家庁舎)

14:30ロ之津中学校自作パンフレット贈呈(南有馬庁舎)



議案第8号

南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について

提案理由

北有馬幼稚園について、令和 2年 3月 31 日をもって廃止し、令和 2年 4月 1 日か
ら認定こども園へ移行するため及び学校教育課内の事務について、実態に応じて見直
しを行うため、所要の改正を行うもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則
南島原市教育委員会事務局組織規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第4

号) の一部を次のように改正する。

別表第 1教育総務課の項中「臨時的任用職員等」を「会計年度任用職員等」

に、「賃金」を「報酬」に改め、同表学校教育課の項を次のように改める。

学校教育課 学事班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及

び廃止に関すること。

(2) 児童生徒の就学、転学、退学等に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(4) 学校の予算配当及び予算執行審査に関すること。

(5) 教科書の無償給与事務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクールバス及び通学補助に関すること。

(8) 児童生徒の就学援助に関すること。

(9) 教育美術展及び科学技術展に関すること。

(10) 学校事務の共同実施に関すること。

(11) 学校事務研究会に関すること。

(12) 学校教育予算に関すること。

(13) 小・中学校適正規模・適正配置に関すること。

(14) 学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育

班
(1) 学級編制に関すること。

(2) 教職員の服務管理に関すること。

(3) 教職員の人事に関すること。

(4) 教材教具の整備に関すること。

(5) 学校統計に関すること。

(6) 外国語指導助手及び英語指導助手に関すること。

(7) 学校評議員に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 教職員の福利厚生に関すること。

(10) 教職員の職員団体に関すること。

(11) 教科用図書の採択及び教材に関すること。
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(12) 校長会、教頭会等に関すること。

(13) 研究指定・教職員研修に関すること。

(14) 学校の行事等に関すること。

(15) 学校における教育課程、学習指導その他学校

教育に関する専門的事項 (教育相談等を含
む。) に関すること。

(16) 人権教育に関すること。

学校保健
班

(1) 児童生徒及び教職員の健康管理に関するこ

と。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する

こ と。

(3) 児童生徒の福利厚生に関すること。

(4) 就学時健康診断に関すること。

(5) 学校の環境衛生に関すること。

(6) 結核対策に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 児童生徒の安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関

すること。

(10) 学校体育に関すること。

別表第 2中「幼稚園及び」を削る。

附 則
この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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南島原市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表

別表第1 ぼ53条関係)
新 旧

教都総滋幕課 総羅琵班 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 糠、-」、訓令、告示の制定及び改廃並びに法規に関
すること。

(4) 叙勲、褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7)′闇膨公開及び個人一博細呆護に関すること。

(8) 奨建郭資金に関すること。

(9) 局内事務の総1爺調整に関すること。

(10) 市長部局等との…醒碗調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、矛晩翠 請願及び陳情に関すること。

(12)事務事業の推進管理に関すること。

(13) 経理=鄭系の調査及び統計に関すること。

(14) 教育委員会所管職員の任免、給与、服務、分限そ
の他の人事に関すること。

(15)教育委員会所管職員の公務災害補償に関するこ

教育総務課 総務班 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の云議に関すること。

(3) 夫態 [J、訓令、告示の制定及びモ改廃並びに法規に関
すること。

(4) 叙勲“褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 情報公開及び個人情事封呆護に関すること。

(8) 奨建郭資金に関すること。

(9) 局内事務の総合調整に関すること。

(10) 市長部局等との連軒絡調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、矛噌条言叡榎及び陳情に関すること。

(12)事務事業の推進管理に関すること。

(13) 経理関係の調査及鋼結刊こ関すること。

(14) 教育委員会所管職員の任免、給与、服務、分限そ
の他の人事に関すること。

(15)教育委員会所管職員の公務災害補償に関するこ
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新 旧

と。

(16)会計年度任用職員等の雇用及び報酬の支払に関す
ること。

(17) 労働安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点
検及び轡軸薗並びにその公表に関すること。

(19) 教育振興基婦十画に関すること。

(20)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(21)総合券教育云議の運営の補助に関すること。

(22) 教育予算、決算及び経理の総合調整に関するこ
と。

(23)備品購入に関すること。

(24)物品の管理事務の遵朝絡調整に関すること。

(25) 検収事務の連弄総調整に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さない
こ と。

と。

(16)臨時的任用職員等の雇用及び賃金の支払に関する
こと。

(17) 労働安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点
検及び尋靴茄並びにその公則こ関すること。

(19)教育振興基婦十画に関すること。

(20) 広報及び職に育行政に関する相談に関すること。

(21) 総合教育会議の運営の補助に関すること。

(22) 教育予算、決算及び経理の総合調整に関するこ
と。

(23)備品購入に関すること。

(24) 物品の管理事務の連軒総調整に関すること。

(25) 検収事務の選軒総調整に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さない
こと。

施設管理
班

施設管理
班
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新 旧

(5) 工事その他契約に関すること。 (5) 工事その他契約に関すること。11
鞠父轍歳課懲学朝班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及

び廃止に関すること。

(2) 児適性徒の就学、転学、退鱒讐に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(4) 学校の予算配当及び予算執行審査に関すること。

(5) 義弟斗書の無ィ鰯給与号輔務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクーノ拶ミス及び通学補助に関すること。

(8) 児童生徒の就学援助に関すること。

(9) 教育美術展及び科学胡術展に関すること。

(10)′学校事務の共同実施に関すること。

(11)≠戦地交事務卵研究会に関すること。
(12) 学校教育予算に関すること。
(13) 小・中学校繭商TF規模・適正配置に関すること。
(14) 学校の設置及び廃止に関すること。

学校煽密稲課 懲学朝班 (1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及
び廃止に関すること。

(2) 日童生徒の就学、転辰学、退畔等に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整理及び保管に関すること。

(4) 幼稚園及び学校の予算配当並びに予算執行審査に
関すること。

(5) 義弟事書の無償給与専務務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクールバス及び通学補助に関すること。

(8) 就園奨励費補助に関すること。

(9) 児童生徒の就学援助に関すること。

(10)教育美術展及び科学聞術展に関すること。

(11)字数校」事事務の共同実施に関すること。

学校教育
班

学校教育
班

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 幼稚園に関すること。

(3) 学糸醐編制に関すること。

(4) 教材教具の整理に関すること。

(5) 幹鰯統計に関すること。

(1) 学糸湖編制に関すること。

(2) 教熊挽員の服務管理に関すること。

(3) 教姻唖哉員の人事に関すること。

(4) 教材教具の整備に関すること。
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新 旧

(5) 判醐統計に関すること。

(6) 外国語指翠郭助手及び英語≠護勘手に関すること。

(7) ・学校言欄損 に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 獅碗員の福利厚生に関すること。

(10)榔碗員の職員団体に関すること。

(11)教科用図書のゴ需尺及び教材に関すること。

(12)校長会及凋旋頭会等に関すること。

(13)研究指定・綱碗員研修に関すること。

(14) 学校の行事等に関すること。

(15)学校における教育課程、学習指導その他学校教育
に関する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関する
こ と。

(16) 人権教育に関すること。

(6) 日蓮生徒の±勘師閉交流に関すること。

(7) 外国語指導勘手及び英語指導動手に関すること。

(8) 学校評議損に関すること。

(9) 教育支援に関すること。

(10)就学樹健康診断に関すること。

(11) 教職員の任免、服務、分限その他人事に関するこ
と。

(12) 湖碗員のィ休暇、旅行に関すること。

(13)獅挽員の福利厚生に関すること。

(14) 捌挽員の職員団体に関すること。

(15) 教科用図書のお矯尺及凋勝れこ関すること。

(16)校長会及凋晦頭な等に関すること。

(17) 榔哉員の研修をこ関すること。

(18) 幼稚園及び学校の行事等に関すること。

(19)遠足、見学及び修学旅行に関すること。

(20)学校における教育課程、学習指導その他学名ご教育
に関する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関する
こ と。

(21) 人権教育に関すること。

学校保健

(6) 日蓮生徒の±勘師閉交流に関すること。

(7) 外国語指導勘手及び英語指導動手に関すること。

(8) 学校評議損に関すること。

(9) 教育支援に関すること。

(10)就学樹健康診断に関すること。

(11) 教職員の任免、服務、分限その他人事に関するこ
と。

(12) 湖碗員のィ休暇、旅行に関すること。

(13)獅挽員の福利厚生に関すること。

(14) 捌挽員の職員団体に関すること。

(15) 教科用図書のお矯尺及凋勝れこ関すること。

(16)校長会及凋晦頭な等に関すること。

(17) 榔哉員の研修をこ関すること。

(18) 幼稚園及び学校の行事等に関すること。

(19)遠足、見学及び修学旅行に関すること。

(20)学校における教育課程、学習指導その他学名ご教育
に関する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関する
こ と。

(21) 人権教育に関すること。

(1) 園児版:び児童生徒並びに教職員の健康管理に関す

-6-



新 旧

学校保健
班

(1) 児適性徒及び聡能碗員の健康管理に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関するこ
と。

(3) 児童生徒の福利厚生に関すること。
(4) 就学鯛建時診断に関すること。

(5) 学校の環嚇衛生に関すること。

(6) 結核対策に関すること。

(7) 判醐郊飴鋤こ関すること。

(8) 児瞳性徒の安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する
こと。

(10) 学校体育に関すること。

班 ること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関するこ
と。

(3) 園日阪 ;び児童生徒の福利厚生に関すること。

(4) 学校の禦噺衛生に関すること。

(5) 結核対策に関すること。

(6) 勃蘇合鋤こ関すること。

(7) 園児及び児童生徒の安全に関すること。

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する
こと。

(9) 学校体育に関すること。

生涯学習課 生涯学習
班生涯学習課 生涯学習

班
(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関するこ
と。

(3) 社会教育施嬬設の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関するこ
と。

(3) 社会教育施鶴守の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。
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新 旧

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(10) 市民仲術文ィ冴封動の推進に関すること。
(11) 文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民負傷遡坐の企醸調整に関すること。

(13)公民館に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16) 児童青少年教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導渚育成に関するこ
と。

(18)児瞳に青少年=難剰機関との連載絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20) その他生涯学習に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(10) 市民芸術文化活動の推進に関すること。
(11) 文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民倉館董座の企酷調整に関すること。

(13) 公民館に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16) 馬童青少坤教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導渚育成に関するこ
と。

(18)児童青少年=難剰機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20) その他生涯学習に関すること。

(略)

(略)

別表第2 綴;3条関係) 「別表第2 俳鶏条関係)

(1) 奨寒判資金に関すること。
(2)≠勃校]教育施鑓設の糸欝寺管一坪に関すること。
(3) 児適性徒の就学、転学、退群奪に関すること。
(4) 児童生徒の就学援助に関すること。
(5) 市立小・中学校に関すること。
(6) 生涯学習の推進に関すること。

(1) 奨学資金に関すること。
(2)字戦地父一教育施設の糸醤寺管一坪に関すること。
(3) 日蓮生徒の就学、転寝学、退捧等に関すること。
(4) 日蓮生徒の就学援助に関すること。
(5) 幼稚園及び市立小・中学校に関すること。
(6) 生涯学習の推進に関すること。
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新 旧

(7) 社会教育施槌設の維持及び管理屋営むこ関すること。
(8) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(9) 公民食能義座に関すること。
(10)公民館に関すること。
(11)日蓮ヒ青少年団体の育成及び指導渚育成に関すること。
(12) 市民#術文櫨活動の推進に関すること。
(13) 文化団体の育成に関すること。
(14) 社会体育の推進に関すること。
(15) 学校体育施嬬設の開放に関すること。
(16) 体力づくりの推進及び実施に関すること。
(17)社会体育施鑓設の維持及び管一埋艶璽営に関すること。
(18)社会体罰編設研吏用等に関すること。
(19) その他体育施設に関すること。
(20) 文化財に関すること。

(7) 社会教育施鰭設の維持及び管一坪単軍営に関すること。
(8) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(9) 公民負傷董座に関すること。
(10)公民館に関すること。
(11)児蓮ヒ青少年団体の育成及欝

▲
詩的白成に関すること。

(12) 市民什術文偽活動の推進に関すること。
(13) 文化団体の育成に関すること。
(14) 社会体育の推進に関すること。
(15) 学校体育施設の開放に関すること。
(16) 体力づくりの推進及び実施に関すること。
(17)社会体都編設の維持及び管理運営に関すること。
(18)社会体育施績設α吏用等に関すること。
(19) その他体育施鰭設に関すること。
(20) 文化財に関すること。



○南島原市教育委員会事務局組織塊則
平成18年 3月31日教育委員会測則第4号

改正
平成19年 6月27日教育委員会槻則第4号
平成20年3月25日教育委員会縄則第1号
平成21年1月26日教育委員会捌則第1号
平成21年3月25日教育委員会縄則第4号
平成23年8月24日教育委員会棚則第2号
平成24年3月26日教育委員会捌則第1号
平成25年 3月26日教育委員会槻則第2号
平成26年2月28日教育委員会捌則第2号
平成27年 3月27日教育委員会槻則第2号
平成28年3月28日教育委員会測則第1号
平成28年12月26日教育委員会規則第23号
平成29年 3月23日教育委員会捌則第2号
平成30年 3月27日教育委員会規則第 1号
平成31年3月27日教育委員会測則第3号

南島原市教育委員会事務局組織魂則
(目的)

第 1条 このラ魂則は、地方教育行政の糸噺哉及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第
17条第2項扱÷び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 (昭和31年政令第221号)
第6条の規定に基づき、南島原市教育委員会事務局 (以下「事務局」という。)の組織及び
職の設雑塾等について、必要な事項を定めることを目的とする。
　　　

第2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課及び室 (以下「課等」という。)を置き、これら
の課等に、それぞれ同表の右欄に掲げる班を置く。

課等 班

教剤総務躯課 総務織姫、施鶴段管理班

学校教育課 肖学朝班、学校教育班、幹鞠勲健班

生涯学習課 生涯学習班

スポーツ振興課 スポーツ振興班

文ィ頃福課 文化財班

世界遺産推進室 世界遺産推進班

2 前項に定めるもののほか、事務局の事務の÷部を処理するため、教育振興班を置くことが
できる。ただし、当該雑教育振興班は、生涯学習課の所管とする。
(事務分掌)
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第3条 課等の分掌事務は、別表第 1のとおりとする。
2 教育振興班の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(教育次長)
第4条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、教育長をネ献左し、所管の事務を掌理し、事務局及び教育機関の所巌員を指揮監
督する。
(指導主事)

第4条の2 事務局に指導主事を置く。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する
専門的事項の指導に関する事務に従事する。
3 指導主事の職務上の職割ま、課長、教育参事監、主幹及び参事とする。

(課長及び室長)
第 5条 課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、教育次長の命を受け、課等の事務を掌理し、その事務を処理するため所
属の職員を指揮監鰭ドする。
(教育次長等以外の断競員の職楽及び晴髭努等)

第6条 前 3条に定める職員のほか、事務局に必要な職員を置く。
2 前項の職員の職名及び獅凝努鞠こっいては、法律に特別に定めのあるものを除き、南島原市
行政糸断綴測則 (平成18年南島原市縄則第3号)の規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、施鏡没又を話幾関に置く所能員については、別に定める。

(その他)
第7条 教育委員会の事務処理並びに職員の月巌努、勤務期間、休暇等、分限及び懲戒等につい
ては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

附 則
この薪損ー」は、平成18年 3月31日から施行する。

附 則 (平成19年6月27日教育委員会雄則第4号)
このヲ塊則は、平成19年 7月 1日から施行する。

附 則 (平成20年3月25日教育委員会槻則第1号)
このヲ塊則は、平成20年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成21年1月26日教育委員会縄則第1号)
このラ概則は、平成21年 1月26日から施行する。

附 則 (平成21年3月25日教育委員会縄則第4号)
このラ塊則は、平成21年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成23年8月24日教育委員会縄則第2号)
このヲ概則は、平成23年 8月24日から施行する。

附 則 (平成24年3月26日教育委員会捌則第1号)
この薪興」は、平成24年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成25年3月26日教育委員会拠則第2号)
このヲ魂貝1」は、平成25年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年2月28日教育委員会捌則第2号)
このラ塊則は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年3月27日教育委員会棚則第2号)
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この競り貝噛ま、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成28年3月28日教育委員会槻則第1号)

このヲ期則は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成28年12月26日教育委員会棚、リ第23号)

碗E行期日)
1 このラ塊則は、平成28年12月26日から施行する。

(経電過措置)
2 地方教育行政の糸噺哉及び運営に関する法律の÷部を改正する法律 (平成26全日方律第76号)
附則第2条第 1項の場合においては、改正後の第 1条の規定は適用せず、改正前の第 1条の
規定は、なおその効力を有する。

附 則 (平成29年3月23日教育委員会捌則第2号)
このラ塊則は、平成29年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成30年3月27日教育委員会捌則第1号)
このラ塊則は、平成30年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成31年3月27日教育委員会捌則第3号)
このラ塊則は、平成31年 4月 1日から施行する。

別表第 1悌納3条関係)

事務分掌

教育総湧鋸課 総務班 (1) 教育委員会の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 測則、訓令、告示の制定及び改廃並びに法規に関する
こと。

(4) 叙勲、褒章及び表彰に関すること。

(5) 文書の収受及び発艶美に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7)↑青報公開及び個人↑都細呆護に関すること。

(8) 奨学資金に関すること。

(9) 局内事務の総合調整に関すること。

(10)市長部局等との連絡調整に関すること。

(11) 訴願、訴訟、和解、請願扱び陳情に関すること。

(12)事務事業の推進管理に関すること。

(13)経理関駆系の調査及び堵統計に関すること。
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(14)教育委員会所管耶巌員の任免、給与、服務、分限その他
の人事に関すること。

(15)教育委員会所管斯巌員の公務災害補償に関すること。

(16)会計年度任用職員等の雇用及び報酬の支払に関するこ
と。

(17)労働安全衛生管理に関すること。

(18)教育委員会に係る事務の管理及びお対テの状況の点検及
び唱酬歯並びにその公表に関すること。

(19)教育振興基婦十画に関すること。

(20)広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(21)総合教育会議の運営の補助に関すること。

(22)教育予算、決算及び著経理の総合調整に関すること。

(23)備品購入に関すること。

(24)物品の管理事務の連絡調整に関すること。

(25)検収事務の連絡調整に関すること。

(26) 前各号に掲げるもののほか、他の課等に属さないこ
と。

(1) 学校教育施錆設の整備及蝶倒隠羊管理に関すること。

(2) 社会教育施傷役の整備及蝶、懲デ管理に関すること。

(3) 社会体育施錆役の整備及蝶倒侍管理に関すること。

(4) その他体育施錆設の整備及蝶樹隠デ管理に関すること。

(5) 工事その他契約に関すること。

施縞設管理班

(1) 市立小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及び廃
止に関すること。

学校教育課 懲学弱班

(2) 児童生徒の就学、転学、退洋学等に関すること。

(3) 学齢簿の作成、整ー埋及び保管に関すること。
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(4) 学校の予算配当及び予算幸狩テ審査に関すること。

(5) 教科書の無償醐給与事務に関すること。

(6) 教材用備品に関すること。

(7) スクールバス及び通学補助に関すること。

(8) 児童生徒の就学援助に関すること。

(9) 教育美術展及び科学…蘭術展に関すること。

(10)学校事務の共同実施に関すること。

(11)学校事務研究会に関すること。
(12)学校教育予算に関すること。
(13)小・中‘勃発適正規模・道証酒己置に関すること。
(14)学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育班 (1) 学糸醐編制に関すること。

(2) 教職員の月疑努管理に関すること。

(3) 教職員の人事に関すること。

(4) 教材教具の整備に関すること。

(5) 学コB弼統計に関すること。

(6) 外国語指導勘手及び英語指導勘手に関すること。

(7) 学校鵡幅灘員に関すること。

(8) 特別支援教育に関すること。

(9) 数【巌員の福利厚生に関すること。

(10)教‘覇員の職員団体に関すること。

(11)教科用図書の抄鷺尺及凋勝れこ関すること。

(12)校長会及凋晦頭云等に関すること。

(13)研究指定・教F巌員研修に関すること。

(14)学校の行事等に関すること。

(15)学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関
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学校刺激鰹班 (1) 児童生徒及凋跡灘員の健康管理に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 児童生徒の福利厚生に関すること。
(4) 就学瀞建康診断に関すること。

(5) 学校の環影熱衛生に関すること。

(6) 結核対策に関すること。

(7) 学コB弼給食に関すること。

(8) 児童生徒の安全に関すること。

(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関するこ

と。

(10)学校体育に関すること。

生涯学習課 生涯学習班

する専門的事項 (教育相談等を含む。)に関すること。

(16)人権教育に関すること。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画、調査及び連絡調整に関すること。

(3) 社会教育施編設の運営に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育指導員に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 人権及び同和教育に関すること。

(8) 市立図書館に関すること。

(9) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(10)市民芸術i文化活動の推進に関すること。
(11)文化団体の育成及び支援に関すること。

(12)公民負臨董座の企画調整に関すること。

(13) 公民館に関すること。
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スポーツ振興
課

スポーツ振
興班

(1) 社会体育の推進に関すること。

(2) 社会体育の企画、調査及び連絡調整に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 学校体育施編設の開放に関すること。

(5) 社会体育団体の育成及び支援に関すること。

(6) 体力づくりの推進及び実施に関すること。

(7) 社会体育施砺設の運営に関すること。

(8) 社会体育施鶴役の使用等に関すること。

(9) その他社会体育に関すること。

文イ頃脆深 文化財班 (1) 文イリ財の調査、研究及び保護に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 資料館等の整備及び管理運営に関すること。

世界遺産推進
室

世界遺産推
進班

(1) 世界遺産の推進に関すること。

(14)公民館運営審議会に関すること。

(15) 自治公民館の支援に関すること。

(16)児童青少坪教育に関すること。

(17)児童青少年団体の育成及び指導渚育成に関すること。

(18)児童青少年醍雛熱機関との連絡調整に関すること。

(19) ユネスコ活動に関すること。

(20)その他生涯学習に関すること。

別表第2僕胎3条陵雛系)
教育振興班の事務分掌

(1) 奨建郭資金に関すること。
(2) 学校教育施錆設の維持管理に関すること。
(3) 児童生徒の就学、転学、退洋学等に関すること。
(4) 児童生徒の就学援助に関すること。
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(5) 市立小・中学校に関すること。
(6) 生涯学習の推進に関すること。
(7) 社会教育施鏡役の維持及び管理運営に関すること。
(8) 社会教育団体の育成及び支援に関すること。
(9) 公民館講座に関すること。
(10) 公民館に関すること。
(11)児童青少年団体の育成及琳謡渚育成に関すること。
(12)市民芸術斤文億活動の推進に関すること。
(13)文化団体の育成に関すること。
(14)社会体育の推進に関すること。
(15)学校体育施錆没の開放に関すること。
(16)体力づくりの推進及び実施に関すること。
(17)社会体育施編設の維持及び管理運営に関すること。
(18)社会体育施続投の使用等に関すること。
(19)その他体育施編湖こ関すること。
(20)文化財に関すること。
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議案第9号

南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について

提案理由

北有馬幼稚園について、令和 2年 3月 31 日をもって廃止し、令和 2年 4月 1 日か
ら認定こども園へ移行するため、所要の改正を行うもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市教育委員会公印夫雑則iの一部を改正するヲ塊則

南島原市教育委員会公印夫難則 (平成18年南島原市教育委員会競り則第7号)の一部を次のよ

うに改正する。

別表第 1及び別表第2を次のように改める。

別表第 1係檎 2条、第 9条関雛荊

名称
ひな型

番号
書体

寸法 (ミ

リメー ト

ル)

個数 保管者 用途

南島原市教育委

員会印

1 隷書 方21 1 教都総溌努課長 一般用

南島原市教育委

員会印

2 隷藩 都 6 1 教都総務雛課長 表彰等用

南島原市教育長

EP

3 隷藩 方21 1 教育総務艇課長 一般用

南島原市教育長

耶哉務代理者印

4 隷書 舵 l 1 教育総務躯課長 一般用

南島原市立00

小学校

5 隷書 方36 各 1 南島原市立各小

学校長

卒業証書

等用

南島原市立00

小学校長印

6 隷書 方21 各 1 南島原市立各小

学校長

一般用

南島原市立00

中学校

7 隷塔 方36 各 1 南島原市立各中

学校長

卒業証書

等用

南島原市立00

中学校長印

8 隷書 方21 各 1 南島原市立各中

学校長

一般用
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-21

南島原市立00

学校給食センタ

一所長印

9 隷書 方21 各 1 各執膨給食セン
ター所長

一般用

南島原市00 公

民館長印

10 隷書 方21 各 1 南島原市各公民

館長

一般用

南島原市00 図

書館長印

11 隷唐 方21 各 1 南島原市各図書

館長

一般用

南島原市深江ふ

るさと伝承館長

E□

12 隷書 方21 1 南島原市深江ふ

るさと伝承館長

一般用

南島原市ありえ

コレジヨホーノレ

館長印

13 隷唐 方21 1 南島原市ありえ

コレジヨホーノレ

館長

一般用

南島原市○OB

&G 海洋センタ

一所長印

14 隷書 方21 各 1 南島原市各B&

G海洋センター

所長

一般用

南島原市00 歴

史民俗資料館長

印

15 隷書 方21 各 1 南島原市各資料

館長

一般用



別表第2悌勉2条関係)

I

9

13

備考
1 配字及び行数は、必要により変更することができる。

2 配字上必要があるときは、「E□」の文字の前に「之」の文字を加えることができる。

附 則

このラ塊則は、令和 2年 4月 1日から施行する。

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

南 島 原 市

教 育 委

員 会 印

南 島 原 市

立 0 0

小 学 校

南島原市立

0 0 学 校

給 食 セ ン タ

一 所 長 印

南 島 原 市
あ り え コ レ

ジ ヨ ホ ー ノレ

館 長 印

南 島 原 市

立 0 0 小

学 校 長 印

南 島 原 市

0 0 公

民 館 長 印

南 島 原 市
○ O B & G

海洋 セ ンタ

一 所 長 印

南 島 原 市

教 育 委

員 会 印

南 島 原

市 教 育

長 印

南 島 原 市

立 0 0

中 学 校

南 島 原 市

0 0 図

書 館 長 印

南 島 原 市
0 0 歴

史 民 俗 資

料 館 長 印

南 島 原 市
教育委員会
委員長職務
代 理 者 印

南 島 原 市

立 0 0 中

学 校 長 印

南島原市深

江 ふ る さ と

伝承館長 印
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南島原市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

別表第 1( 第 2条、第 9条関係) 別表第 1 ぼ;2条、第 9条関係)

1名称
ひな型
番号 書体

寸法 (ミ
リメー ト

ル)
個数 保管者 用途 1名称

ひ な
型 番
号

書体

寸 法
(ミリ

メ ー ト

ル)

個数 保管者 用途

南島原市教育委
員会印

1 隷書 歳 1 1 教育総溺窺課長 諦醐

1南島原市教育委
員会印

1 隷書 斌 l 1 教育総瀦課長 一般用

1南島原市教育委
員会印

2 隷書 郁 6 1 教都総疑新課長 表彰凋≦用

1南島原市教育委
員会印

2 隷書 邦 6 1 教都総羅窺課長 表彰等
用

1南島原市教育長
EP

3 隷書 加 1 1 教育総鰯院課長 ー般用

1南島原市教育長
印

3 糖 加 l 1 教育総瀦課長 一般用

1南島原市教育長
所擬針や哩者印

4 隷書 歳 1 1 教育総務課長 一般用

1南島原市教育長
耳擬針電撃者印

4 隷書 加 l 1 教育総瀦課長 一般用

1南島原市立○○
小学校

5 隷書 郁 6 各 1 南島原市立各
小学校長

率癒正書
等用 1南島原市立00

小学校
5 隷書 郁 6 各 1 南島原市立各

小学校長
卒業証
書等用

1南島原市立00
小学校長印

6 隷書 剤 1 各 1 南島原市立各
小学校長

1醐

1南島原市立00
小学校長印

6 隷書 競 l 各 1 南島原市立各
小学校長

一般用

1南島原市立00
中学校

7 隷書 郁 6 各 1 南島原市立各
中学校長

率憲正書
等用 1南島原市立00

中瀬
7 隷書 邦 6 各 1 南島原市立各

中学校長
卒業証
欝用

1南島原市立00
中学校長印

8 隷書 況 l 各 1 南島原市立各
中学校長

一般用

1南島原市立00
中学校長印

8 隷書 加 l 各 1 南島原市立各
中鞭張

一般用

1南島原市立00
学校給食センタ
一所長印

9 隷書 歳 l 各 1 各学校給食セ
ン夕一所長

一般用

1南島原市立00
学校給食センタ

9 隷書 加 1 各 1 各学校給食セ
ン夕一所長

一般用
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新 . ‘日

1一所長印 ll-南島原市○○公
民館長印

10 糖 加 1 各 1 南島原市各公
民館長

一般用

1南島原市立北有
馬幼稚園

10 隷書 郁 6 1 南島原市立北
有馬幼稚園長

表彰等
用 11南島原市00 図

書館長印
11 隷書 加 l 各 1 南島原市各図

書館長
欄
ー南島原市立北有
馬幼稚園長印

11 隷書 加 l 1 南島原市立北
有馬幼稚園長

一般用 11南島原市深江ふ
るさと伝承館長
印

12 隷書 加 l I 南島原市深江
ふるさと伝承
館長

一般用

1南島原市00 公
民館長印

12 隷書 加 1 各 1 南島原市各公
民館長

一般用 1
1南島原市ありえ
コレジヨホーノレ

館長印

13 緒 裁 l 1 南島原市あり
えコレジヨホ

ーノ蛸官長

1矧

1南島原市○○図
書館長印

13 隷書 加 1 各 1 南島原市各図
書館長

一般用 1
1南島原市深江ふ
るさと伝承館長
印

14 隷書 斌 l I 南島原市深江
ふるさと伝承
館長

一般用 1-南島原市○OB
&G 海洋センタ
一所長印

14 轄 加 1 各 1 南島原市各B
&G 海洋セン
ター所長

一般用

1南島原市ありえ
コ レジ ヨホーノレ

館長印

15 糖 歳 l 1 南島原市あり
えコレジヨホ

ーノ蛸官長

一般用

1南島原市○○歴
史民俗資料館長
印

15 隷書 加 1 各 1 南島原市各資
料館長

一般用

1南島原市○OB
&G 海洋センタ
一所長印

16 隷書 加 1 各 1 南島原市各B
&G 海洋セン
ター所長

一般用 1
別表第2(第2条関係)

南島原市00 歴
史民俗資料館長
印

17 隷書 加 1 各 1 南島原市各資
料館長

一般用ー
別表第2 ぼ;2条B鄭系)別表第2 ぼ;2条B鄭系)

1 4 11 4 1

‐ 51



新 「日

.南 島

　
!立

島 原 市 !
1 r

i南 晶 ,原 … 南 島 原 市

教 育 姿

員 会 印

5

南 島 原 市

立 O C・

1南 島 原 市
!

i数 日 姿

口 会 印上司

6

南 島 原 市 l

立 -こi

南 島 原

市 教 育

長 印

7

1宅 ,島 原 市

8

南 島 原 市l

教 育 姿 1 ,市 敦 育 , 教育長職務

員 会 印 - J長 印 i 代 理 者 印

南 島 原 市

立 Cr Ci 小

南 ,島 原 市

立 C. ・O E

　

南 島 原 市 l

立 0 0 中

南 島 原 市

教 育 萎

員 会 印

南 島 ,原 市

教育長職務

代 理 者 印
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新 旧

備考
1 配字及び行数は、必要により変更することができる。
2 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることがで
きる。

17

南 島 原 市
c, ,。 r歴

史 民 俗 費

料 館 長 印

南 島 原 市
c, ,。 r歴

史 民 俗 費

料 館 長 印

備考
1 配字及び行数は、必要により変更することができる。
2 配字ト必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることがで
きる。



○南島原市教育委員会公印邦願、リ
平成18年 3月31日教育委員会捌則第7号

改正
平成22年3月26日教育委員会測則第3号
平成28年12月26日教育委員会槻則第26号

南島原市教育委員会公印夫頭q
C趣旨)

第 1条 このラ魂則は、南島原市教育委員会及びその所管に属する学校その他の教育機関におい
て使用する公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)

第 2条 公印の名称、ひな型番号、書体、巾法、個数、保管者及び用途は、別表第 1のとおり
とし、公印のひな形は、別表第 2のとおりとする。
(公印の管理

第3条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。
(公印の保管)

第4条 公印の保管及び使用については、保管者が責任をもって行わなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、保管者が必要と認めたと
きは、この限りでない。

(公印の使用)
第5条 公印を押印しようとする者は、決裁済割算及び押印を必要とする文書その他を保管者
に提示しなければならない。

2 学校における公印の使用及び押印の手続等については、各学校長が定めるものとする。
(公印台帳)

第6条 教育次長は、公印台帳 (様式第 1号)を備えて、公印の種類、印影その他必要な事項
を登臨をしておかなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)

第 7条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとする場合は、公印新調 ・
改刻・廃止申請書 (様式第2号)を教育次長に提出しなければならない。
(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失等の事故が生じたときは、公印事古鯖陥F書 (様式
第 3号)により、速やかに教育次長を経て教育長に報告しなければならない。
(印影の印届の

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多菱卿甲印する必要があると教育次長が認めるとき
は、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小
又は拡大して印刷することができる。
3 前 2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書 (様式第
4号)により、教育次長に申請して承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、厳重に保管し、不用となっ
たときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法をこより
破棄しなければならない。
(電子計算組織による公印)
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第lo条 電子計算糸麟哉を利用して証明、通知等を行う文書のうち、教育次長が特に必要がある
と認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、電子E聞吏用申請書 (様式第5号)により、教
育次長に申請して承認を受けなければならない。
3 第 1項の規定により電子印を使用するときは、印刷の改ざんその他不正な使用を防止する
ため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(その他)

第11条 このヲ魂則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則

このラ塊則は、平成18年 3月31日から施行する。
附 則 (平成22年3月26日教育委員会槻則第3号)

この教育委員会則則は、平成22年4月 1日から施行する。
附 則 (平成28年12月26日教育委員会拠則第26号)

碗‘行期日)
1 このラ塊則は、平成28年12月26日から施行する。

C経革過措置)
2 地方教育行政の糸瞬哉及び運営に関する法律の÷部を改正する法律 (平成26全日寂津第76号)
附則第2条第 1項の場合においては、改正後の別表第 1及び別表第2の規定は適用せず、改
正前の別表第 1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

別表第 1僕檎 2条、第 9条関雛渦

名称
ひな型
番号

書体
寸法 (ミ
リメー ト

ノリ
個数 保管者 用途

南島原市教育委員
会印

1 隷書 加 1 1 教育総発端課長 一般用

南島原市教育委員
会印

2 隷塔 郁 6 1 教都総湧窺深長 表彰等用

南島原市教育長印 3 隷塔 歳 1 1 教育総湧窺課長 一般用

南島原市教育長職
務代理者印

4 隷唐 加 1 1 教育総溺窺課長 一般用

南島原市立00 小
学校

5 隷潜 郁 6 各 1 南島原市立各小
学校長

卒業証書
等用

南島原市立00 小
学校長印

6 隷書 加 l 各 1 南島原市立各小
学校長

一般用

南島原市立○○中 7 隷塔 郁 6 各 1 南島原市立各中 卒業証書
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学校 学校長 等用

南島原市立00 中
学校長印

8 隷書 加 l 各 1 南島原市立各中
学校長

一般用

南島原市立00 学
杉朔給食センター所
長印

9 隷書 加 1 各 1 各学機給食セン
ター所長

一般用

南島原市00 公民
館長印

10 隷唐 加 l 各 1 南島原市各公民
館長

一般用

南島原市00 図書
館長印

11 隷書 加 l 各 1 南島原市各図書
館長

一般用

南島原市深江ふる
さと伝承館長印

12 隷唐 加 l 1 南島原市深江ふ
るさと伝承館長

一般用

南島原市ありえコ
レジヨホーノ唯官長

EP

13 隷書 剤 1 1 南島原市ありえ
コ レ・ジヨホーノレ

館長

一般用

南島原市○OB&
G海洋センター所
長印

14 隷藩 歳 l 各 1 南島原市各B&
G海洋センタ」
所長

一般用

南島原市00 歴史
民俗資料館長印

15 隷潜 加 l 各 1 南島原市各資料
館長

一般用



別表第2( 第2条関係)
I 2 3 4

南 島 原 市南 島 原 市 湖 鳥 ,原 市 南 島 原

教育長駆誌教 育 姿教 育 委 市 教 育

↓ョ な 印 貝 △ 印 憂 目] 代 理 者 印　 　

5 6 7 8
1 1: L

南 島 原 市 ま南 島 原 市 11一対 島 原 市 ÷南 島
　

　

ゴ

ー
同

州

1 1: L

1南 脇 ,原すむ 11南 島 原 市 ÷南 島 原 市

、′ -:.二:, -ご」-吉 (一 丁;- 立 て;- o ltl

1学 校 疑 印 h 十 校
」 -- ---而 --′ -評 一 三 ---- -- ---

学 校 長 印小 校

9 lo ll 12
一

.

・r ----rヒ --ー- “.--・、- -r, .ー・ ー
　
　

i-鞄島原 市 *柴南 島 原 市南 ,高 原 市 立

-二,:-□ 学 校

給 食 セ ン・‐タ

ー 所 長 円i

南 風 原 市

1,一 1 図 i足ふ る さ とr~- [1 ぬ

書 館 尾 印 !伝 承 館 躍′印民 館 長 印

13 14 15

南 感 服 雨
　 　　-:::::-□

史 民 俗 資

料 館 長 印

南 肺 ,ー家 中

'::
ー
::--::

ー
:;-11 並 に

　 　 　 　　　　

ー 所 長 印

南 勘 ,r家 市

　 　　 　 　 　　

　 　 　　　 　　　 　

館 長 印

17

備考
1 配字及び行数は、必要により変更することができる。

2 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることができる。
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様式第 1号僕檎6条陵雛系)
公 印 台 帳

公 1申 の 名 称

保 管 課 ( iり〒 ) 名

保 管 者 職 名

fTI1 月1 区 分
・

使 用 開 始 年 月 =

形 状 ノ支 ひご 印 材

・i‐ f′』:

f愛 用 耳差 IE 年 月 11

印 {1iii

.r
に;
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様式第2号 (第7条関係)
公印新調 ・故刻 ・廃止申請停

年 月 日

教育次長艦長

　　　　　　　　　　

職 氏 名

次のとおり公印を新調・改刻・廃止したいので申請いた Lます

公 印 の 名 称

- - - ・ー▲・ ー ー - - ▼ - ー‐ーー‐. - - -- ‐ ー ー

ひ な 形

ひ な 形 潜 り・

寸 法

ノノ ミ リ メ←- トル

径 す り メー・トル

背走 ‐ミリメ -- トル 〆磯 ミリ・メー トル

形状 及び印材 印 影

三下 体

▲ 「‐.f▲ 罰 ,‐r . ・′‐‐

個 数 個

{Ji iil 区 分

保 管 者‐

保管課 (所)名

使 用『iH姶 ‐,[すぎ11二

年 月 日
・使用開始 年 月 日
・使用燐ー11 年 月 「l

備 考′
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様式第 3号悌胎8条関雛系)
公 印 事 故 報 告 ,亭

年 , 月 日

教育次長 様

次の ,.とお り公印 EIIニーー次があ り :た L ためで・報告いた L・表す ,,

帆
打

公 印 の }-称

・11一 1i文 年 月 11

ー-- ‐

.--故 .径 生」;ね i万

一1,.li止 め 内 容

.小 牧す書生 --,.」≧〔ノ)

保 管 状 況
. 」

教
育
総
務
課
記
人
間

処 理 状 況

そ の 他
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様式第4号簾造9条接雛系)
公 印 1引航・三印 刷 r「1轟音 il芋

年 月 "

教育次長 .倒さ

パリミ(当≦)J,島々幸

次のとおり公印印影を印刷 Lて使用しだいので申請 LこEす.

公 印 〈.′」 名 称 1「」 ;彩

保 管 者

ひ な 形 番 号

.- - - ------ -- - -------- - - - - ー

公印の印刷音量翼トナー
る文 ,.i:

公印 印影 寸法 [ ミリメー トル 「 jiヌ ーナ

印刷数量及び使用
期間

・「翻倒数敏 枝 (部)
・使用期間 年 月 年 月

印刷理由

rlfrl・11印 刷 数 量 年 月1れ刷 校 (IH~ー)

担 当 者
課 (写り 等; 氏 を~ 電話 0ノ・',線 )

[注意:事項〕 申請のときは、公印を印刷する文,り等初)見本を 1部添付する; と。
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様式第 5号僕檎10条関雛系)
電 i′- 印 f1衷 用 申 請 ,1ト

年 月 日

教育次長 様

一服 (室)jせil

決めとおり冠 r--1ーiを使用 Lたいので中議 し,Eず .

′‘l…;臼琳 .こ{愛用 -d」る

公印の字.林

て} ′に野手番 号

′.iヱ自筆の徳川 を必、

要とする文,亭:

IE r‐「幻 の 寸 法 □ ミリ メーート′L′ 〒コ 』京 一‐

電 rr:1」・:r関す る r-1′

‐;戦け)管理方法

-・だ用 1悶々 fi年月 11 年 月 =から

使用理由

担 当 者
課 (峯 )^,窄 氏 名 電話 (内線 .)

担

(チ主題rhJ山 中,縮め ときは、T属目車を印刷する幻 IFかの兄ィを・1部添付すること.
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議案第 10 号

南島原市立小・中学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制
定について

提案理由

南島原市立小・中学校教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育
の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間にお
いて行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措
置を講ずるため、規則を制定するもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立小・中学校教育耶灘員の業務量の適切な管理等に関するヲ塊則

(目的)

第1条 このヲ魂則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例 (昭和46年長崎県条例第77号。以下「給特条例」という。)第 8条の規定に

基づき、南島原市立小・中学校に勤務する教育職員について正規の勤務時間及びそ

れ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確

保を図るための措置について必要な事項を定め、学校教育の水準の維持向上に資す

ることを目的とする。

(定義)
第 2条 この規則において、「教育職員」とは、給特条例第2条第 2項に規定する教

育職員をいう。

2 このラ槻則において、「在校等時間」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置法 (昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第 7

条のキ静十に規定する勤務時間をいう。

(上限時間)

第 3条 南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)は、その学校の教育職

員の在校等時間から所定の勤務時間 (給特法第6条第3項各号に掲げる日 (代休日

が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)

を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適

切な管理を行う。

(1)1 箇月について45時間

(2) 1年について360時間

(臨日報勺な特別の事情のある場合の上限時間)

第4条 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業

務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は‘た発的に所定の勤務時間外に業務を行わざ

るを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の

勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育

職員の業務量の適切な管理を行う。

(1)1 箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、
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4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時

間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間外の時間において45時間を超えて業

務を行う月数について6箇月

(その他)

第 5条 前 2条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定め

る。

附 則
このラ魂則は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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